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序章｜計画の概要

本県では、⾃家⽤⾞に依存したライフスタイルが定着したことや⼈⼝減少の影響等を受け、鉄道や路線バス、タク
シー等の公共交通利⽤者数は減少傾向にあります。利⽤者数の減少は減便・廃⽌などサービスレベルの低下を招
き、これが更なる利⽤者の減少を招くといった負のスパイラルを⽣じさせています。公共交通事業者の経営環境はもと
より厳しい状況にありましたが、新型コロナウイルス感染症拡⼤による外出⾃粛や経済活動の停滞により利⽤者数
がさらに減少し、現在もコロナ禍前の⽔準まで回復していません。更には、運転⼿不⾜が⼀層深刻となったことから、
存続⾃体が危ぶまれる事業区間も出てきています。加えて、気候変動に起因する⾃然災害の激甚化・頻発化が
年々顕著となりつつあることから、脱炭素化をはじめ⾃然環境への負荷軽減にも配慮する必要があります。

このため、本県では2022年7⽉に「静岡県地域公共交通活性化協議会」を設置し、「地域公共交通の活性化
及び再⽣に関する法律」（以下「地域交通法」という。）に基づき、昨今の技術⾰新などを取り込むとともに、地域
の多様な輸送資源の最⼤限の活⽤や住⺠共助による移動⼿段確保の取組などにより、持続可能な社会を⽀える
利便性の⾼い公共交通サービスを提供するための静岡県地域公共交通計画を策定することといたしました。

なお、⼈⼝減少社会における今後のまちづくりでは、⾏政や医療・福祉、商業等、⽣活に必要な各種のサービス
を維持し、効率的に提供していくため、各種機能を⼀定のエリアに集約化（コンパクト化）するとともに、これらのコン
パクト化された地域間をネットワーク化することが重要であり、「コンパクト」を担う⽴地適正化計画と「ネットワーク」を
担う地域公共交通計画が互いに連携・調整を図り、各種取組を推進していく必要があります。

第１節 計画策定の目的
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第２節 計画の名称・構成・期間

本計画の名称は　「静岡県地域公共交通計画」　とします。

本計画は、「ビジョン編」と「プラン編」で構成しています。
「ビジョン編」（本計画 第3章）では、2050年頃を目途に、社会情勢の変化や昨今急速に進む技術⾰新等を

踏まえて、本県が『将来、目指す姿』などを示します。
「プラン編」（本計画　第４章〜第８章）では、基本的な⽅針、計画の目標、施策、達成目標など、「ビジョン

編」で提示した『将来、目指す姿』の実現に向けて、2024年度から2028年度までの5年間で取り組むべき具体的
な計画を示します。

図 0-1　計画の構成
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第４節 計画の位置付け

本計画の位置付け（国の法令・計画や上位関連計画、各市町の計画との関係）は下図のとおりです。

図 0-3　本計画の位置付け

静岡県インフラビジョン
〜いっしょに、未来の地域づくり。~

静岡県地域公共交通計画
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②県の上位計画

県総合計画

• 2018年3⽉策定。
• 概ね10年後の目指す姿を描く「基本構想」と、構想を実現するための最初の4年間の具体
的取組を示す「基本計画」で構成。

• 当初定めた「基本構想」や、2018年度から2021年度までの「基本計画」を継承しつつ、
新型コロナウイルス感染症の影響や、脱炭素・循環型社会の構築、デジタル社会の形成等
の社会経済状況の変化への対応を踏まえ、2022年3⽉に「後期アクションプラン」を策定。

静岡県
インフラビジョン

• 2018年3⽉策定。
• インフラの整備は、県⺠の安全・安⼼の確保や社会経済活動の基盤となるものであり、また、
未来を担う将来世代への投資となるものであるため、県⺠の理解を得た上で、戦略的・計
画的に進めることが不可⽋であるという考えの下、本県のインフラ整備の“羅針盤”として、県
土づくりやインフラ整備の⽅向性などが示されている。

• 策定後、 「⾃然災害の激甚化・頻発化、切迫」、「インフラの⽼朽化の加速」、「デジタル⾰
命の加速」、「グリーン社会の実現に向けた動き」など、インフラを取り巻く社会情勢が⼤きく
変化していることを踏まえ、2022年3⽉にインフラビジョンを更新。
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③県の関連計画

都市計画区域
マスタープラン

• 都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針）は、広域
な観点から、各都市の将来像を示すとともに、土地利⽤のあり⽅や、道路、公園、下⽔道
などの整備⽅針、⾃然的環境の整備保全の⽅針を定めるものであり、本県では、21の都
市計画区域において都市計画区域マスタープランを策定しています。

• なお、マスタープランは概ね5年ごとに策定しています。

都市交通
マスタープラン

• 概ね20年後の都市圏の将来像を⾒据えた都市交通の基本計画であり、本県では「伊⾖
東海岸都市圏」「東駿河湾都市圏」「岳南都市圏」「静岡中部都市圏」「榛南・南遠都市
圏」「⻄遠都市圏」の6都市圏において、都市交通マスタープランを策定しています。

県観光
基本計画

• 2022年3⽉策定。
• 新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受け、観光産業はこれまでにない困難な状況に直面し
ていますが、ウィズ・アフターコロナにおいて旅⾏者の意識・価値観が変容する中で、富⼠⼭を
はじめとした美しい⾃然や、食文化、歴史・文化、温泉など、世界に誇る観光資源を⽣かし
た観光地域づくりの推進により、観光産業の回復と持続可能な観光地域の実現を目指し、
静岡県観光振興条例の規定に基づき策定しています。

県⻑寿社会
保健福祉計画

• 2021年3⽉策定。
• ⾼齢社会がますます進⾏し、医療、介護、福祉、⽣活における⽀援などを必要とする⼈が
増加する中で、団塊の世代が75歳に到達する2025年に向け、医療、介護、介護予防、
住まい及び⾃⽴した⽇常⽣活の⽀援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を実
現するため、3年間の施策の⽅向性や目標、具体的な取組を定めるものです。
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②静岡県インフラビジョン
インフラの整備は、県⺠の安全・安⼼の確保や社会経済活動の基盤となるものであり、また、未来を担う将来世

代への投資となるものであるため、県⺠の理解を得た上で、戦略的・計画的に進めることが不可⽋であるという考え
の下、2018年3⽉、本県のインフラ整備の“羅針盤”として、県土づくりやインフラ整備の⽅向性などを示す、「静岡
県インフラビジョン」が策定されました。

その後、 「⾃然災害の激甚化・頻発化、切迫」、「インフラの⽼朽化の加速」、「デジタル⾰命の加速」、「グリーン
社会の実現に向けた動き」など、インフラを取り巻く社会情勢が⼤きく変化していることを踏まえ、2022年3⽉にインフ
ラビジョンが新たに策定されました。

計画の概要

計画期間 ビジョン（概ね10年間の基本理念と⽅向性など）　2022〜2031年度
プラン（当初4年間で取り組む施策や施策推進のための視点など）　2022〜2025年度

基本理念 富国有徳の美しいふじのくにの実現に向けた「いっしょに、未来の地域づくり。」
〜誇りと愛着を持って県土を育み、静岡の明るい未来へ〜

インフラの
あり⽅ 社会・経済・環境の調和による、持続可能で強靭な県土づくり

社会情勢
の変化

●⾃然災害の激甚化・頻発化、切迫　　●インフラ⽼朽化の加速
●⼈⼝減少・少子⾼齢化　　　　　　　　  ●デジタル⾰命の加速
●グリーン社会の実現に向けた動き　　　　●ライフスタイルや価値観の多様化

県土づくりの
⽅向性

●安全・安⼼
　 激甚化・頻発化する⾃然災害などから、命と暮らしを守る“強さとしなやかさ”を備える県土づくり
●活⼒・交流
　 地⽅創⽣に向け、陸・海・空の交通ネットワークを活かし、“地域の稼ぐ⼒”や“地域価値”を⾼める県土づくり
●環境・景観
　 ⼼の豊かさを感じることができるよう、美しい景観と良好な環境に満ちた“ゆとりある暮らし”を⽀える県土づくり
●県⺠との共創
●県土との共⽣

重要な
視点 “県土のマネジメント”によりストック効果を最⼤化

各分野における施策（公共交通に関連した項目）

取組内容

分野｜活⼒・交流
施策｜持続可能で活⼒あるまちづくりや農⼭漁村づくりの推進
・集約連携型都市づくり（コンパクト＋ネットワーク）や⽣活交通の確保、良好な市街地
の形成を推進するため、街路や公園、下⽔道等の都市施設の整備・適切な維持管理
を推進。（地域鉄道への⽀援、バス路線への⽀援）

分野｜活⼒・交流
施策｜交流拠点となる港湾・空港の機能強化と利⽤促進
・県内港湾や富⼠⼭静岡空港について、機能拡充・強化や利便性の向上を図り、産業
や交流を⽀える物流・⼈流の円滑化、賑わいの創出を進める。（海・空の⽞関⼝の賑わ
い創出）

分野｜県⺠との共創
施策｜県⺠との共創（オープンイノベーション）
・3次元データの利活⽤などにより、インフラ整備のデジタル化・スマート化を進めるとともに、
積極的に新技術を導⼊し、⽣産性の向上や新たなサービスの創出など、官⺠連携により
社会課題の解決やイノベーションを進める。（⾃動運転の実証実験、MaaSとの連携の
検討）
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